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2012 年 12 月吉日 

各 位 

特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク 

「移動サービス 認定 運転者講習テキスト（2010 年度改訂版）」第４版 

発行のお知らせ 
 日頃より当会の活動にご理解ご支援をいただき誠にありがとうございます。 

 このたび、「運転者講習テキスト（2010 年度改訂版）」を増刷するにあたり、別紙の通り一部を修

正いたしました。主に誤った表現やわかりにくい順序を修正したものですが、一部古くなった情報

を更新した箇所もあります。 

お手元に「運転者講習テキスト（2010 年度改訂版）」がございましたら、お手数ですが、今後の

講習実施の際には、修正箇所一覧を増し刷りして配布、または挟み込むなどのご対応をいただけれ

ば幸いです。ご指導いただく講師のみなさまにも、事前に修正箇所をご確認いただきますようお願

い申し上げます。今後も、役立つテキストにするため改訂を行っていきますので、お気づきの点が

ありましたらご指導ご意見をお寄せください。 

 

移動サービス 認定運転者講習テキスト   2012 年 12 月 第 4版 

＜第 3 版からの主な修正点＞ 

 項 目 第 3版ページ   内  容 

13 行目 

 

5）ヘルパーによる有償運送 → 5）ヘルパーによる有償運送

（訪問介護員等による有償運送） 

23 行目 「乗り降りができる装備」→「乗り降りができる装備等」 

24 行目 （一般乗用旅客自動車運送事業）→ 削除 

 

 

P11 

 

24 行目 追加→「同じ福祉車両を使ったタクシーでも一般のタクシーの

事業許可があれば、」福祉限定タクシーとは 

第 2 章 移動サー

ビス概論 

 

P17 3 行目 「点検の際に」→ 削除 

24 行目 「8 高齢者」→ 「8 加齢に伴う体と心の変化」 

25 行目 「高齢者とは、～の人のことです。」→「65 歳以上の人を高齢

者と呼んでいますが、」 

25 行目 「高齢化率」→「高齢化率（全人口に占める高齢者の割合）」

27 行目 「心と体」→ 「体と心」 

 

 

P28 

30 行目 「高齢期の」→ 「加齢に伴う」 

7 行目 「加齢による身体状況」→「加齢に伴う体の」 

第 3章 

移動サービスの利

用者を理解する 

P29 

21 行目 「高齢者の病気と」→ 削除 

P32 6 行目 「加齢や病気等」→ 「、疾病等」 

P34 13 行目 「渋滞中や高速道路」→「歩行者が多い所や右左折時」 

P36 4 行目 「体格や状態」→「状態、体格」 

第 4章 

接遇・介助 

 

P36

～53 

 

 「アームレスト」→「アームサポート」 

「バックレスト」→「バックサポート」 

「スカートガード」→「サイドガード」 
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P43 18 行目 ●4人介助の場合の 4行目→「昇りでは」削除 

P46 26 行目 「多いので、」→「多く、」 

21 行目 2）外出時点検の③ 

利用者が外出のするときに持っていくものを確認します（杖や

装具等外出先で使用するものを持ったか点検します。酸素ボン

ベや尿パック等特別な医療装備がある場合もあります。その際

は本人もしくは家族等の指示を仰ぐことです。）」→「杖や装具

等利用者が外出のするときに持っていくものを確認します。酸

素ボンベや尿パック等特別な医療装備がある場合もあります

ので、本人もしくは家族等の指示を仰ぎます。」 

P48 

30 行目 （2）介助の方法の 2行目 

「必要としているものは」→「必要としている介助は」 

P51 6 行目

⑤ 

「乗るときは車側、降りるときには車いす側の」→「頭が車に

ぶつからないように注意しながら、利用者の」 

4 行目

の 2 

「利用者の手をドアノブまで誘導します。利用者は自らドアを

開けて、ドアの上端や屋根またはシート等を手もしくは白杖で

確認してから、自分のやり方とタイミングで乗り込みます。」

→「ドアを開けます。利用者の手を誘導し、ドアの上端や屋根

またはシート等を手もしくは白杖で確認してから、自分のやり

方とタイミングで乗り込みます。（利用者の状態や希望、車の

形状によって異なる場合もあります）」 

 

P53 

4 行目

の 3 

「ドアを閉めます。閉めるのは介助者が行った方が安全な場合

があります。その際も声をかけることを忘れずに実行して下さ

い。」→「ドアを閉めます。その際も声をかけ安全を確認しな

がら行います。」 

第 5章 

移動サービスで使

用する車両 

P70  表 「車いすでの使用」 

「アームレスト」→ 「アームサポート」 

P79 2 行目 「自家用有償旅客運送の対価」→「福祉有償運送の対価」 

1 行目 「＜ワンポイント＞無償運送（許可・登録不要の活動）」 

→「＜ワンポイント＞無償運送等許可・登録不要の活動 

P80 

2 行目 「有償運送に該当しません」→「有償運送に該当せず、道路運

送法上の許可や登録は不要です。」 

第 6章 

移動サービスに関

する法律・制度を

理解する 

ｐ83 項 目

「4」の

下から

5行目 

○運転者の要件に係る事項乗務員証の記載事項 → 

○運転者の要件に係る事項 （改行） 

乗務員証の記載事項  

 


